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 学校教育法に定める大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び高等学校に令和７年度  

から進学を予定している方または在学中の方（通信制及び通信教育を除く。）で、勉学に意欲が

あり、学業を確実に修了できる見込みのある方に奨学金を貸与（無利息）します。 

 

 

  

１ 申込資格  

 次の（１）から（４）のすべての要件を満たす方 

（１）本人または本人と生計を一にする者が市内に引続き１年以上居住していること。 

 （２）学業成績及び性行が優秀であること。 

 （３）経済的理由により就学困難であること。 

 （４）他の団体※から別に学資の貸与を受けていないこと。 

    ※日本学生支援機構（旧日本育英会）等、複数の団体に申請することはできますが、 

他の団体の奨学生に採用された場合は中野市奨学生となることはできません。 

 

 ２ 募集予定人数      

８名程度（※申込人数が定員を超えた場合は、条件に基づき順位をつけて決定します。） 

 

 ３ 貸与金額     

貸与額（月額）（※別表１）のとおり 

 

 ４ 提出書類  

（１）奨学生願書（様式１）【※注意①】 

（２）資力調書（様式２）   

（３）奨学生推薦調書（様式３・４）【※注意①、②】 

（４）課税台帳の閲覧の同意について【※注意③】 

【※注意】 

①原則、卒業までに調書をご準備いただき、出身校の校長から推薦を受けてください。 

②様式３の「推薦所見」欄の記入は、省略も可能としますが、相当する別の調書があれば 

『別紙』として添付も可能とします。 

③家族全員の同意が必要です。 

 

５ 書類提出期限と送付先      

 提出期限： 令和７年４月 25日(金) 必着 

提出先： 〒383-8614 中野市三好町一丁目３番 19 号 

     中野市教育委員会事務局学校教育課総務係    

 

令和７年度中野市奨学金奨学生募集案内 
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〒383-8614  

中野市三好町一丁目３番 19 号 

中野市教育委員会学校教育課総務係 

電話：０２６９‐２２‐２１１１ 内線４１７ 

メール：gakko@city.nakano.nagano.jp 

 

 

６ 奨学金の貸与期間と貸与方法  

 貸与の決定は、５月中旬頃文書にて通知いたします。 

（１）貸与期間  正規の就学年数 

（２）貸与方法  年４回(５，８，11，２月)に分けて指定口座へ振込。 

初年度第１回目の貸与は、貸与決定後の振込となります。 

 

 

７ 奨学金の貸与の決定後の提出書類 

 （１）誓約書 （※連帯保証人及び保証人をご記入いただきます） 

（２）在学証明書  

（３）口座振込依頼書 

  

  ※ 連帯保証人及び保証人  

 貸与決定後の提出書類の誓約書に、連帯保証人及び保証人をご記入いただきます。 

連帯保証人は親権者または後見人、保証人は連帯保証人と生計を別にする方で、市内に 

居住の成人の方をお願いします。 

ただし、市内に保証人が見つからない場合は、事前にご相談ください。 

 

８ 奨学金の償還方法  

卒業後、６カ月を経過した後から償還開始となります。 

償還年数（※別表２）の期間内に、月賦または半年賦で償還していただきます。 

  償還開始前までに、次の書類を教育委員会へ提出いただきます。 

 （１）奨学金借用証書 （※連帯保証人及び保証人をご記入いただきます） 

 （２）奨学金償還明細書 

 （３）保証人の印鑑証明書 

   

  

 

  ※その他ご不明なことなどありましたら、下記までご連絡ください。 
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（※別表１）貸与額 
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（※別表２）償還年数 

  償還計画を立てていただき、償還年数の期間内に返済していただきます。 

 


